
変更契約締結

完成日

変更協議期限　契約締結後一か月以内

変更契約依頼

特例措置に伴う実施フロー

契約締結

工事（業務）打合せ書の

別添として様式１－１又は

１－２変更協議書を

工事（業務）担当課へ提出

⇩

工事（業務）打合せ書により回答

変更協議期間

※令和６年４月は新財務会計システムへ移行期間のため、

令和６年５月以降の契約変更手続きとなります。


